
推薦の辞

　『事例でわかる　リアル破産事件処理』というタイトルが表すとおり、
本書はモデル事例を軸として破産申立代理人の事件処理をリアルに解説
するものである。研究者として倒産法に携わる私にとって、本書で描か
れる実務的かつ具体的な事件処理について知る機会は多くなく、申立代
理人の活動を仮想体験できる書籍として貴重であると思う。
　破産手続に関する実務書は数多く存在するものの、その多くは破産管
財人の立場で適切な事件処理をするという観点から解説するものであ
り、申立代理人の立場から解説するものは比較的少数にとどまるように
見受けられる。
　本書は、申立代理人として破産事件処理に携わる多くの弁護士の道し
るべとなり、適正かつ迅速な破産事件処理に資するものとなるであろう。
このことは、裁判所や破産管財人といった破産事件に携わる実務家のみ
ならず、債権者をはじめとする利害関係人にとっても望ましいことであ
る。
　本書が破産事件処理に携わる多くの実務家の座右の書として活用され
ることを願う。

令和５年 10 月
東京大学大学院法学政治学研究科

教授　松下淳一
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はしがき

　本書を手に取ってくださり、誠にありがとうございます。
　本書は、破産手続の申立代理人の業務内容（申立て前の準備から申立
て後の対応まで）について、モデル事例を軸として解説しています。モ
デル事例があることで、より具体的なイメージを持つことができ、破産
事件に初めて挑む方にも手続の流れがわかるように心がけました。
　本書は、モデル事例の主人公である若井弁護士のような破産事件初心
者の若手弁護士や、そのサポートをする法律事務所事務員の方を想定読
者としています。事務員も想定読者に含めている理由は、破産事件は事
務作業量が多く、必然的に事務員の協力を要する分野であり、現に破産
事件に携わる事務員が多数存在する点にあります。
　なお、本書は東京地方裁判所における破産申立てを念頭に置いて解説
しています。東京地方裁判所以外における破産申立ての場合には、適宜、
各地域の運用に読み替えていただければと存じます。また、本書はいわ
ゆる自己破産（債務者自身が申立人となるもの）のケースを前提として
います。債権者申立てのケースについては説明を省略していますので、
本書を読む際にはご留意ください。
　本書の執筆にあたっては、多くの方にお世話になりました。特に、編
集者の大上真佑様には、読みやすい書籍にするための数多くのアドバイ
スをいただきました。また、本業に追われるなか執筆時間を捻出するた
め、家事育児について家族も協力してくれました。最大の功労者である
妻と娘に、本書を捧げたいと思います。
　最後に、本書が一人でも多くの弁護士、事務員の方の支えとなり、適
正かつ円滑な破産事件の処理に資することを、心から願っております。

令和５年 10 月
甘えん坊の猫に肩まで登られつつ

弁護士 永野達也
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～ 2024 年 12 月某日、保須法律事務所にて～
若井：保須先生、無事に二回試験に合格しました。
保須：おめでとう。若井くんなら大丈夫だとは思っていたけれど、

報告の電話をもらうまではちょっとドキドキしたよ（笑）
　　　　若井くん、いや、若井先生。いよいよ弁護士デビューだね。
若井：はい、よろしくお願いします！
保須：若井先生には、いろいろな案件で経験を積んでもらいたいと

思っているよ。当面は法律相談なども私と一緒に入ってもら
うけど、いずれはひとりで担当してもらうからね。

若井：はい、承知しました。
保須：おそらく、最初に若井先生にひとりで担当してもらう案件は

個人の自己破産事件になると思う。若井先生は、破産法の勉
強をしたことがあるかな？

若井：破産法、ですか……。すみません、学部生の時に講義は受講
していたのですが、司法試験の選択科目は倒産法ではなかっ
たですし、もう記憶が薄れていて……。

保須：それでは、事務所にある入門書を貸してあげるから、勉強し
ておいてね。

　　　　破産法というのは、一言でいえば、債務を弁済できなくなっ
た債務者と、債務を弁済してもらえなくなった債権者との利
害関係を調整するための法律だ。

　　　　債務者は、本来であれば、自身の負っている債務のすべて
をきちんと履行しなければならない。しかし、その原則を貫

破産事件ってどんな事件？モデル事例

1

事件受任の前に
適切な申立てのために、破産法の理念を理解しよう

第 1章　法律相談の事前準備

第 1編　個人破産の相談事例　－私の家計は火の車－2

こうとすると、どうしてもやり直しができない人が生じてし
まう。そういう人にやり直しのチャンスを与えないと、社会
全体としてマイナスになってしまうんだ。

　　　　そこで、債務者に対してやり直しのチャンスを与える代わ
りに、手持ちの資産でできる限りの弁済をさせることにした
のが、破産手続というわけだ。

　　　　債権者は、本来履行してもらえるはずの債務を履行しても
らえなくなるという損害を被ることは確かだ。しかし、破産
手続において、きちんと債務者の資産を調査してもらったり、
情報を開示してもらったりしながら、適切かつ公平な配当を
受けることができる。

若井：そういうことなのですね。でも、やはり債権者としてはマイ
ナスが大きいですよね。

保須：そうだね。万が一にも、債務者が資産隠しなどの不誠実な対
応をしていれば、債権者も納得がいかないだろう。だからこ
そ、破産する債務者は、誠実に破産手続に臨む必要がある。　

 　そして、債務者の代理人として破産手続を申し立てる代理
人弁護士も、きちんと債務者の資産等を調査し、誠実に申立
てをしなければならないんだ。

若井：わかりました。先生に教えていただいたことを念頭に置いて
破産法を勉強しておきます。

解説

破産事件って「弁護士業務の縮図」だ！1

　破産事件には、申立人（債務者）をはじめとする、様々な人が携わる
ことになります。そして、それぞれに、破産事件に携わることになった
理由があります。
　たとえば、申立人と一言で言っても、負債を負った原因は、浪費やギャ
ンブル、事業の失敗、友人の保証人になったことなど、様々です。また、
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～ 2025 年４月某日、保須法律事務所にて～
若井：こんにちは、本日はお越しくださりありがとうございます。
日車：よろしくお願いいたします。
若井：法律相談カードの記入もありがとうございます。お越しいた

だいているのは、日車さんですね？
日車：はい。
若井：ご本人確認のため、運転免許証などの写真付きの身分証明書

があればご提示をお願いします。
日車：わかりました。運転免許証があります。
若井：ありがとうございます。こちらは、後程コピーを取らせてい

ただきますね。
　　　　本日は、自己破産をご検討ということでしたね？
日車：はい、そうです。借金が多くて、このままではとても生活し

ていけなくて……。
若井：わかりました。まずは現在の日車さんの状況について、いろ

いろと教えてください。

相談者に相応しい手続は？モデル事例

1

倒産手続の選択
各手続を理解し、適切な手続を選択しよう

第２章　法律相談本番

【聴取した日車さんの情報】
・63 歳、男性 ・負債総額：800 万円
・妻（62 歳、パート）と２人暮らし ・債権者数：5社
・職業：会社員（定年後再雇用） ・毎月の返済額：5万円
・月収：20 万円 ・自宅：賃貸（家賃月額 10 万円）
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若井：なるほど、状況はわかりました。
　　　　破産をすると、たとえば警備員や宅地建物取引主任者など

の資格が制限されてしまうのですが、現在のお仕事は、そう
いった何かしらの資格を要するものではないですね？

日車：はい、特に資格は必要ありません。
若井：ご自宅も賃貸とのことなので、住宅ローンなどはありません

ね？
日車：はい。
若井：過去７年以内に破産をしたことはありますか？
日車：いいえ、ありません。
若井：（個人事業主ではないから、事業継続を考える必要はないな。

自宅も賃貸だから、持ち家の維持を考える必要もない。過去
７年以内の破産免責もないから、免責も期待できそうか
……）

　　　　お話を伺う限り、たしかに破産申立てが適切のようですね。
破産申立ての準備のために、詳しくお話を聞かせてください。

日車：はい、よろしくお願いします。

解説

まず本人確認を行う1

　法律相談の際は、本題に入る前に相談者の本人確認をしましょう。特
に破産事件の場合、遅くとも受任時には依頼者の本人確認をしておくこ
とが望ましいです。本人確認の必要性と確認方法については、日弁連の
規程及び規則が定めています。
　「依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程」及び同
規則により、弁護士は、一定の場合には、依頼者の本人特定事項の確認
と記録の保存をしなければなりません（依頼者の本人特定事項の確認及
び記録保存等に関する規程２条、５条）。
　この趣旨は、犯罪収益の移転防止等の職務の適正を確保する点にあり
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　その他、破産手続に対するイメージや誤った理解（破産したことが戸
籍に載る、選挙権がなくなる等）から、破産手続を望まない方もいます。
そのような場合には、誤った理解を正し、メリット・デメリットを踏ま
えた判断を促すようにしましょう。
　若井弁護士は、日車さんに安定収入があるものの、個人事業主ではな
く、自宅も賃貸であり、資格制限にかかる資格を有していないうえ、免
責の余地がある（本書 62 頁、114 頁で解説するとおり、免責不許可事

破産手続を検討する

個人事業主であり、事業を継続したい

再
生
手
続
を
検
討
す
る

自宅は持ち家であり、維持したい

免責不許可事由が
ある

裁量免責の
余地がない

Yes

No

手続選択のフローチャート（個人）

安定収入（生活保護以外）がある

資格制限にかかる資格を有しており、
資格制限を避けたい
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由のうち７年以内の免責取得は、該当すれば常に管財事件とされるため、
特に優先して確認すべき事項です）と考えたことから、破産手続が適切
と判断しました。
　なお、法人の依頼者の場合は、本書 151 頁の手続選択フローチャート
をご参照ください。

支払不能・支払停止・債務超過とはなにか5

　手続選択に関連する事項として、破産原因について解説しておきます。
　破産手続開始決定を受けるためには、破産原因が認められる必要があ
ります（破産法 30 条１項）。破産原因とは、自然人の場合は「支払不能」
であることです（破産法 15 条１項）。
　支払不能とは、「債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち
弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない
状態」をいいます（破産法２条 11 項）。
　以下のチェックリストに従って、支払不能といえるか否かを確認する
とよいでしょう。

■支払不能といえるかを確認するためのチェックリスト

①「支払能力を欠くために」
□　継続して弁済していけるだけの財産がない
□　新規借入や弁済の繰り延べによって正常な資金繰りができない
□　労務による将来収入によって継続して弁済していけない

②「一般的かつ継続的に弁済することができない状態」
□　弁済期にある債務についてそのすべてを支払えるだけの資産等
がない

□　当面の支払はできるとしても継続して弁済していける状態にな
い

　また、支払停止がある場合は、支払不能が推定されます（破産法 15

第２章　法律相談本番 27


